
（平成２１年４月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 14 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 30 件

国民年金関係 22 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 2281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： ① 昭和 46年 10月から 48年３月まで 

                          ② 昭和 48年 10月から 49年３月まで 

             ③ 昭和 51年１月から同年３月まで 

私は、中学校を卒業後、Ａ市Ｂ区で兄が経営するＤ店に昭和 48 年８月ま

で住み込みで働いていた。20 歳になった時に兄が国民年金の加入手続を行

ってくれ、結婚するまでの保険料も支払ってくれていたはずである。しかし、

申立期間①の国民年金保険料が未納とされているのは納得できない。 

また、昭和 48 年８月に結婚した時にＣ市へ転居しＥ店を始めた。国民年

金保険料は、銀行員が売上金の集金に来ていたので、国民健康保険料と一緒

に納付書に現金を添えて手渡していた。42 歳の時に病気を患い収入の無い

時期があったが、その時にも保険料をきちんと支払っていたのに、商売が順

調であった申立期間②及び③の国民年金保険料が未納とされているのは納

得できない。        

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48 年８月に結婚するまでの国民年金保険料は兄が納付して

くれており、結婚後は申立人自身が納付書に現金を添えて銀行員に手渡してい

たと申し立てている。 

社会保険庁の被保険者記録によると、申立人は結婚後は申立期間②及び③を

除き 60 歳までの国民年金保険料を完納しており、保険料の納付意識が高いも

のと考えられる。 

また、申立期間③については、前後の期間の保険料は納付済みとなっており、

納付書が手元にありながら納付意識の高い申立人が申立期間③の３か月の保



険料を未納のまま放置していたと考えるのは不自然である。 

一方、申立期間①の保険料については、申立人は兄が自分たち夫婦の分と自

身の分も一緒に保険料を納付してくれていたはずであると申し立てているが、

一緒に納付していたとする兄夫婦の当該期間の保険料も未納となっている。ま

た、申立人自身は保険料納付に直接関与していない上に、保険料納付を担って

いたとする申立人の兄からも申立期間①の保険料納付をめぐる具体的な供述

を得ることはできなかった。さらに、申立期間①は 18 か月と比較的長期間で

あり、関係機関において、申立人及び兄夫婦の３人分の保険料収納に係る事務

的過誤が連続して生じたとは考え難い。 

次に、申立期間②は、申立人がＡ市Ｂ区からＣ市に転居した直後の年度途中

の期間であり、この期間の保険料を納付するためには、申立人の兄が所持して

いたと思われるＡ市発行の納付書又は転居先のＣ市が発行した納付書を入手

する必要があるが、申立人は兄から納付書を受け取った記憶は無いと陳述して

いる。また、当時、Ｃ市から納付書を発行してもらったかどうかよく覚えてい

ないなど、申立人の保険料納付をめぐる記憶は不明確であり、具体的な供述は

得られなかった。 

このほか、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 51 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



大阪国民年金 事案 2282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年２月及び同年３月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 36年 10月から 37年１月まで 

② 昭和 38年２月及び同年３月 

    私の国民年金保険料について、結婚するまでの期間、母親が私の保険料を

支払ってくれていた。私が結婚した時に、母親から年金手帳を渡され、今ま

での分の保険料は全納しているから、今後は自分達で支払っていくようにと

言われ、継続して保険料を支払ってきた。 

当時、同居していた兄の保険料は、最初から全納になっているのに、兄と

一緒に仕事をしていた私には未納期間があり納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の家族の国民年金記録をみると、申立人は申立期間を除き、

昭和 38 年４月からの保険料は納付済みであるとともに、申立人の母親及び兄

は国民年金加入期間の保険料を完納しており、申立人家族の納付意識が高かっ

たものと考えられる。 

また、申立人は、昭和 36年 10月から結婚した 42年８月までの間、申立人

の母親が国民年金保険料を家族分一緒に納めていたと申し立てている。この点

に関して、申立人の 38年４月から 42年８月までの間で納付日が確認できる期

間について、申立人家族の納付状況をみると、母親の納付状況は確認できない

ものの、申立人及び申立人の兄は納付日が同一日であることがＡ市の国民年金

被保険者台帳（検認記録）から確認できる。 

そこで、申立期間②について、申立人の国民年金加入記録をみると、申立人

の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、昭和 38 年５月８日であること

が同記号番号払出簿から確認できる。また、この時点で 36年 10月にさかのぼ



って国民年金に強制加入していることが確認できるが、この手帳記号番号が払

い出された時点では、申立期間②の保険料は過年度納付が必要となるところ、

納付状況の確認できる申立人の兄の記録を見ると、37 年 12 月から 38 年３月

までの期間及び 39 年１月から同年３月までの期間の保険料を、同年７月 22

日に過年度納付していることが市の被保険者台帳から確認できる。この同年１

月から同年３月までの期間は、申立人も同一日に過年度納付している期間であ

り、家族の納付手続を担っていた母親が、さかのぼって納付が可能な申立期間

②の保険料を申立人の兄の保険料と一緒に過年度納付したと考えることに不

自然な点は見受けられない。 

また、申立期間②の保険料を納付したと考えられる昭和 39 年度は、市の集

金人制度が開始された時期に当たり、市では未納期間が確認される国民年金被

保険者の納付勧奨を積極的に実施していたものと考えられる。 

次に、申立期間①について、申立人の兄は、未納期間となっていた昭和 36

年４月から 37年３月までの期間を第２回特例納付制度により 50 年 12月５日

に特例納付していることが確認できる。この時点で、申立人は既に結婚し、Ｂ

市に転居しているため、申立人の母親が申立人の納付手続を行うことはできず、

結婚後の納付手続は自らが行っていたとの申立人の陳述にも符合しない。 

また、別の国民年金手帳記号番号での納付の可能性について、別読みによる

氏名検索を行うもその痕跡
こんせき

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 38 年２月及び同年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

は無く、申立期間①の保険料を特例納付したことを

うかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 



大阪国民年金 事案 2283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年 10 月から 45年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。   

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月から 45年３月まで 

    昭和 41 年ごろ、結婚を契機に、将来のために国民年金に夫婦そろって加

入した。   

国民年金保険料は昭和 41 年４月から最初の１年間は私がＡ市役所の窓口

にて印紙で支払っていたが、昭和 42 年度からは当時経営していた店に来て

いた集金人に支払っていた。 

集金人が店に来る都度、集金人が指示する保険料の金額を私が夫婦二人分

を一緒に支払っていた。 

また、昭和 42年度から 45年度までは、年金手帳は市に預けていた。 

国民年金に加入後は、年金だけは絶対に支払うという信念で支払っており、

60 歳になるまで一度も欠かさず納付していたはずなのに未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41年ごろ夫婦二人共に国民年金に加入し、集金人に夫婦二

人分の保険料を納付してきたと申し立てている。 

そこで、申立人夫婦の国民年金への加入状況をみると、昭和 41年に夫婦二

人一緒に国民年金に加入していることが確認できる。  

次に、申立人夫婦の納付記録をみると、夫婦二人共に国民年金に加入後は、

申立期間の６か月を除き 60歳に達するまで保険料はすべて納付されており、

夫婦共に納付意識の高さがうかがえる。  

また、夫婦二人分共に申立期間の前後の期間の保険料は現年度納付されてお

り、当時、生活に特段の大きな変化も無かったとしている。   



さらに、申立人夫婦は、当時、国民年金手帳は市に預けており、その間は保

険料を納付すると集金人から日付印が押された領収書のようなものを受け取

っていたと具体的に陳述しており、陳述のとおり申立期間当時、市が申立人夫

婦の国民年金手帳を預かっていたことが確認できた。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 2284 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年 10 月から 45年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。   

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月から 45年３月まで 

    昭和 41 年ごろ、結婚を契機に、将来のために国民年金に夫婦そろって加

入した。   

国民年金保険料は昭和 41 年４月から最初の１年間は夫がＡ市役所の窓口

にて印紙で支払っていたが、昭和 42 年度からは当時経営していた店に来て

いた集金人に支払っていた。 

集金人が店に来る都度、集金人が指示する保険料の金額を夫が夫婦二人分

を一緒に支払っていた。 

また、昭和 42年度から 45年度までは、年金手帳は市に預けていた。 

国民年金に加入後は、年金だけは絶対に支払うという信念で支払っており、

60 歳になるまで一度も欠かさず納付していたはずなのに未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41年ごろ夫婦二人共に国民年金に加入し、集金人に夫婦二

人分の保険料を夫が納付してきたと申し立てている。 

そこで、申立人夫婦の国民年金への加入状況をみると、昭和 41年に夫婦二

人一緒に国民年金に加入していることが確認できる。  

次に、申立人夫婦の納付記録をみると、夫婦二人共に国民年金に加入後は、

申立期間の６か月を除き 60歳に達するまで保険料はすべて納付されており、

夫婦共に納付意識の高さがうかがえる。  

また、夫婦二人分共に申立期間の前後の期間の保険料は現年度納付されてお

り、当時、生活に特段の大きな変化も無かったとしている。 



さらに、申立人夫婦は、当時、国民年金手帳は市に預けており、その間は保

険料を納付すると集金人から日付印が押された領収書のようなものを受け取

っていたと具体的に陳述しており、陳述のとおり申立期間当時、市が申立人夫

婦の国民年金手帳を預かっていたことが確認できた。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 2285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 45年８月及び同年９月 

平成 19 年にＡ市で開催された年金説明会において、昭和 45 年 11 月から

46年３月までの５か月については、保険料が未納であるといわれた。そこで、

この期間に係る年金手帳及び領収書を提示したところ、納付済みであること

が確認できたとして納付済期間に訂正された。 

しかし、納付済みと記録されていた昭和 45年８月及び同年９月が未納に変

更された。国民年金手帳の交付が同年 10 月６日で、資格の取得が同年８月

26日であり、手帳の交付時に当然未納月分の請求と納付があったはずである。

そうでなかったとしても、次の同年 10月から同年 12月までの分の保険料を

支払うときに、同年８月及び同年９月分の催促を受けたはずである。 

私は、間違いなく保険料を支払っていたと思うので、未納であることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後の昭和 45年 10月から満 60歳に到達する平成 13年 11 

月までの期間に未納期間は無いことから、納付意識が高かったものと考えられ

る。 

また、申立人は、第２回目の特例納付により昭和 46年１月から 50年３月ま

での保険料を納付していることが納付書・領収証書から確認でき、特例納付に

当たっては経過した月の分から順次に行うこととされていること、申立期間の

保険料の納付に当たっては 46年１月から 50年３月までの期間の納付書とは別

葉の納付書が発行されることとなること及び申立人の納付意識の高さを 鑑
かんが

み

れば申立期間については併せて特例納付により納付していたものとみるのが

相当である。 



さらに、申立人の所持する年金手帳の印紙検認記録では、昭和 45 年 11月か

ら 46 年３月までの保険料については納付があったことは明らかであるが、こ

の記録についても最近まで社会保険庁のデータベースには反映されていなか

った上、納付済みの記録となっていた 45 年８月及び同年９月の記録を未納に

修正する根拠となった特殊台帳の記録は、特例納付の記録が反映されておらず、

また、申立期間に当たる昭和 46 年度の納付記録欄に再三誤った記載がなされ

ている。 

このことから、申立人の申立期間に係る記録には、事務的過誤が介在してい

ることが推認でき、申立人の保険料について特例納付により納付があったにも

かかわらず、記録されなかった可能性が認められる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 2286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年２月及び同年３月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名   ：  男 

        基礎年金番号   ：      

        生 年 月 日      

        住    所   ：     

   ：    昭和 13年生 

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間      

              ② 昭和 42年６月から同年９月まで 

   ：   ① 昭和 42年４月  

              ③ 昭和 42年 12月から 43年７月まで 

              ④ 昭和 44年２月から 47年 12月まで 

市役所で国民年金の加入の勧奨を受け、後日、市役所に行き加入手続をし

た。年金手帳はいつもらったのかは覚えていないが、昭和 42 年３月に勤め

ていた会社を退職後、当時住んでいたＡ市で加入手続をした。申立期間の保

険料は毎月自宅に来てくれていた集金人に妻が納付書で納付していた。 

また、遅れや未納分があった場合には、まとめて納付していたので未納期

間を納付済みと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年３月にＡ市で国民年金に加入し、その後は申立人の妻

が夫婦二人分の保険料を毎月集金人に納付していたにもかかわらず、申立期間

の保険料が未納とされており納得できないとして申し立てている。 

まず、夫婦二人の国民年金への加入時期及び保険料の納付状況をみると、夫

婦の手帳記号番号は、昭和 42 年３月 23 日に夫婦連番で払い出されている上、

納付日の確認できる 48 年１月から 50 年３月までの期間の保険料は、51 年１

月 24 日に夫婦二人分を一緒に過年度納付していることから、夫婦は、一緒に

夫婦二人分の保険料を納付する意思を有していたものと考えられる。 

そこで、申立期間について夫婦の納付状況をみると、申立人の妻は申立期間

③のうちの 43 年２月及び同年３月の保険料を現年度納付していることが確認

でき、夫婦二人分の保険料の納付を担っていた申立人の妻が自身の保険料と一



緒に申立人の保険料も納付したものと考えられる。 

一方、申立期間のうち、昭和 43 年２月及び同年３月を除き申立人の妻も未

納である。 

また、申立期間の間に厚生年金保険加入期間が３期間あるが、これらはいず

れも平成10年９月又は20年７月に記録の追加がなされたものであることが確

認でき、会社を退職する都度、自身で国民年金への加入手続を行ったとする申

立人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立人が居住していたＡ市及びＢ市において、申立期間に係る保険

料の収納は印紙検認方式によっていたことが確認でき、集金人に納付書により

納付していたとする申立人の陳述とは符合しない。 

ところで、申立人には、その妻と連番で払い出されたものとは別の手帳記号

番号が、昭和 37年 10月４日に払い出されていることが確認できるが、特殊台

帳には申立期間①、②及び③の期間の居所に当たるＡ市に申立人が居住してい

たことを示す記述が無い上、51年３月 10日にＣ市を管轄するＤ社会保険出張

所からＡ市及びＢ市を管轄するＥ社会保険事務所に移管されていることが確

認できる。また、申立人は、50 年 11 月 20 日にＢ市において国民年金の住所

変更等の手続を行っていることが同市の国民年金被保険者台帳から確認でき、

この場合、申立期間は時効の成立により、既に納付できない期間となっている。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、別読みを含

む氏名検索を行ったが、その存在をうかがわせる事情は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情等も見当たらなかった。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 43 年２月及び同年３月の期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



大阪国民年金 事案 2287 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年７月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年７月 

申立期間を含め、国民年金に関する手続、保険料の納付等は、すべて妻が 

行っていた。 

夫婦二人分の保険料を同時に納付するのが厳しい経済状況の時もあった

が、妻は、私の保険料は必ず期限内に納め、自分の分は免除申請、追納など

の方法も使い、余裕のあるときに支払うという姿勢でやり繰りし、私の保険

料の支払いを切らさないようにしてきた。 

妻にとっては、私の保険料が１か月でも抜けるということは考えられない

ことであり、私も申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の保険料を納付していたとする申立人の妻は、保険料の納付はまず夫

を優先し、自身の保険料にあっては免除申請等も利用し余裕のある時に支払う

ようにしていたと陳述している。 

そこで、申立人とその妻の納付記録をみると、昭和 57年度から 59年度まで

の期間の保険料について、申立人の保険料は現年度納付されているものの妻に

あっては免除申請の後、平成４年から６年にかけて追納されていることなどか

ら、夫の保険料を優先して納付してきたとする申立人の妻の陳述と符合する。 

また、申立人は申立期間の１か月を除いて保険料はすべて納付されており、

申立人の妻の納付意識の高さがうかがわれる。 

さらに、申立人の申立期間の前後の期間の保険料については、いずれも現年

度納付されており、申立期間の前後を通じて特に生活に変化は無かったとして

おり、申立期間について、申立人の妻は保険料を納付済みである。 

ところで、申立期間については、社会保事務所から過年度納付書が発行され



ていることが確認できるが、申立人の妻は、夫の保険料に関するものであれば

必ず納付していたとするところ、申立人の妻の納付姿勢及び納付意識の高さを

勘案すると、申立期間のみの保険料を納付しないのは不自然であると考えられ

る。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 



大阪国民年金 事案 2288 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年３月から 47年３月までの期間及び同年４月から 48年２

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年３月から 47年３月まで 

             ② 昭和 47年４月から 48年２月まで 

    私は、昭和 48 年４月５日にＢ区役所に行って、窓口の人に国民年金をさ

かのぼって掛けることができると教えてもらい２年分の保険料を納付した。

その時に領収書をもらったかどうかは覚えていません。年金手帳には昭和

47 年度分のところに昭和 48 年４月５日の領収印が押してあります。私は、

同年３月にＣ社を退職し、そのお金で年金を掛けました。私自身はさかの

ぼって納めたことははっきりと覚えており、そのことを書いた手帳のメモ

も出てきました。申立期間①及び②が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年３月に会社を退職した後、同年４月５日にＡ市Ｂ区役

所で国民年金の加入手続を行い、同時に 47年４月から 48年３月までの期間の

保険料を現年度納付するとともに、46年３月から 47年３月までの期間の保険

料を過年度納付したと申し立てている。 

   そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 48 年５

月 10 日であることが、同手帳記号番号払出簿から確認でき、払出当時におい

て申立期間①の保険料は過年度納付が、申立期間②の保険料は現年度納付が可

能であったことが分かる。 

   また、申立人の所持している昭和 47 年当時の手帳をみると、「48 年４月５

日に国民年金に入る。さかのぼって２年分納める。」との記述がみられ、その

紙質、インクの色などの状況から 48 年当時に記載されたものであると認めら

れる。 



   さらに、申立人が所持している国民年金手帳をみると、申立人の被保険者資

格取得日は、昭和 43年 12月 11日と記載されており、また、昭和 47年度印紙

検認記録欄をみると、昭和 47年４月から 48年３月までについては同年４月５

日付けの検認印の押印があることが分かる。 

   これらの状況から、申立人は、昭和 48 年４月５日にＢ区役所で国民年金加

入手続を行い、同時に厚生年金保険加入期間と重複する 46年３月から 48年３

月までの保険料を納付する意志を同区役所窓口の職員に伝えたところ、同厚生

年金加入期間に相当する脱退手当金の支給申請を既に行っていながら、職員が

国民年金加入資格日を誤解し、国民年金手帳に 43年 12月 11日と記載し、制

度上収納できない47年４月から48年３月までの保険料を現年度分として収納

し、46年３月から 47年３月までの過年度保険料の領収書も同時に作成したと

考えることが自然である。 

申立人は、申立期間①に係る過年度保険料の納付書を使って金融機関で保険

料納付したとする明確な記憶が無いが、その後の申立人の納付状況からみて、

納付書が作成されれば遅滞無く納付していたものと推定できることから、同期

間の保険料も納付されていたと考えることが相当であり、申立期間の保険料を

適正に納付していたと長年確信していた申立人の心情に鑑
かんが

みれば、保険料の

納付を認めないのは信義衡平の原則に反することなどの事情も含めて総合的

に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

められる。



大阪国民年金 事案 2289 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和61年２月及び同年３月並びに62年２月及び同年３月の付加国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 昭和 61年２月及び同年３月 

             ② 昭和 62年２月及び同年３月  

    私は、平成 19 年９月に主人と私の年金記録について、確認のため、社会

保険事務所に照会した。 

主人の記録に間違いは無かったが、私の年金記録は、申立期間が付加保険

料を支払っていないＡ表示にされていた。国民年金保険料は私と夫の分を併

せ夫婦二人分の保険料を納付していた。国民年金に加入した昭和 53 年３月

当初から付加保険料を付けた金額で納付しているので、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入した昭和 53年３月から付加保険料をずっと納付 

してきたと申し立てている。 

そこで、申立人の納付記録をみると、国民年金に加入した昭和 53 年３月か

ら平成 21 年３月までの 373 か月の期間は、定額保険料の未納は無く、申立期

間の４か月を除き、付加保険料は納付済みとなっている。また、申立人の夫は、

付加保険料の加入は無いが、国民年金加入期間の定額保険料を現年度納付で完

納していることが確認できることから、申立人の国民年金制度に対する理解は

高いと考えられる。 

一方、申立人の社会保険事務所の納付記録をみると、申立期間①及び②の期

間ともに定額保険料納付となっていることが確認でき、両期間は「Ａ現自」（社

会保険事務所において過年度保険料を現金徴収した記録）とされている。しか

し、申立人が一緒に納付していたと陳述している申立人の夫の納付記録は、両

申立期間ともに「Ａ印自」（現年度納付した記録）となっている。 



ところで、市役所が納付書を作成する場合、付加年金の申出者には定額保険

料と付加保険料を合計した納付書が作成され、納期限を過ぎても翌年度４月末

まではこの納付書が使用できたことから、申立人の申立期間以外の納付方法か

ら推測すると申立期間①及び②の保険料のみを納期限までに納付せず、過年度

保険料の納付書により納付したとは考え難く、付加保険料が還付された記録も

見当たらないことから何らかの事務的過誤により、付加保険料のみが未納の記

録とされたと考えるのが相当である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

付加保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



大阪国民年金 事案 2290 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年 10 月から 53年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住        所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 52年 10月から 53年３月まで 

私は、昭和 50 年８月に妻の父が経営していた会社に転職し、その後間も

なく、妻がＡ市役所で私の国民年金加入手続をした。妻は既に国民年金に加

入しており、私も会社を退職すれば国民年金に加入しなければならないと思

っていたので加入した。 

国民年金加入後は、妻が納付書により自宅近くの銀行で夫婦二人の保険料

を３か月ごとに納付した。 

私が 60 歳になるまで、妻が夫婦二人分の保険料を一緒に納付しているの

に、申立期間だけ私の分が未納とされていることは納得できない。記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金強制加入期間 25年４か月のうち、申立期間を除き国民 

年金保険料を納付済みであり、申立人の保険料を納付していたとされる申立人

の妻も国民年金に加入した昭和 40 年以降、年金制度に不安を感じ保険料を納

付しなかったとする平成 13 年１月以降の期間を除き、保険料をすべて納付し

ており、夫婦の納付意識が高いものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間を含む昭和 52年から 54年の「給与所得者の保険

料控除申告書」の写しを保管しており、その中の社会保険料控除欄に記載され

ている国民年金保険料額は、いずれの年も１月から 12 月までの期間に納付す

べき保険料額と合致している。 

さらに、申立人の妻は、申立期間当時、納付書により３か月ごとに保険料を

納付したとしているところ、納付に関するこの陳述は当時の保険料収納方法と



符合しており、申立内容に不自然な点は見当たらない。 

加えて、申立期間前後の保険料が現年度納付されていること及び申立期間に

係る申立人の妻の保険料が納付済みとなっていることなどを考え合わせると、

５か月と短期間である申立期間において申立人の保険料だけを納付しなかっ

たとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 2291 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年７月から同年 11月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住        所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年７月から同年 11月まで 

私は、会社を退職して間もない昭和 52 年７月ごろ、Ａ市役所Ｂ出張所に

出向き国民健康保険の加入手続をしたところ、市の職員に国民年金にも入る

ように勧められたので、その場で国民年金加入手続をしたと思う。 

国民年金加入後の国民年金保険料は、自宅に送付されてきた納付書により、

Ｃ銀行Ｄ支店又はＥ郵便局で夫の保険料と自身の分も一緒に私が納付した

覚えがある。 

納付した金額までは、はっきりと覚えていないが、納付書が送られてくれ

ば、保険料は必ず納付した。 

加入後の保険料はずっと納付しているのに、私の申立期間の保険料だけが

未納とされていることは納得できない。記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間 34 年７月のうち、申立期間を除き国民年金保

険料をすべて納付しており、申立人の納付意識が高いものと考えられる。 

また、申立人は加入後に送られてきた納付書により金融機関で保険料を納付

したとしているところ、Ａ市では国民年金加入者に対して、加入月の属する年

度内の納付書を一括して発行するとしており、申立人の場合は、国民年金第１

号被保険者資格を取得した昭和52年７月から53年３月までの納付書が発行さ

れることとなり、送られてきた納付書により申立期間の保険料を納付したとす

る申立人の陳述に不自然な点は見当たらない。 

さらに、申立期間は加入月からの連続する５か月間であり、納付意識の高い

申立人が保険料納付書を発行されながら申立期間の保険料を納付しなかった

とは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 2292  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38年４月から同年 12月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

住        所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 37年４月から 38年 12月まで 

私が 60 歳になって厚生年金保険受給の手続に行ったとき、結婚前に未納

期間があるといわれたので、昔の住所地の役所で自分の年金記録を調べても

らったところ、昭和 37年４月から 38 年 12 月までが未納とされており、納

得できない。父が国民年金の加入手続をし、当時私は働いていなかったので、

結婚するまで保険料の納付は父に任せていた（私と同様に当時無職であった

姉の保険料も父が納付していたと思う）。そのため、保険料の納付場所や納

付方法などについては何も分からないが、当初の保険料金額が 100円であっ

たということだけは覚えている。当時の年金手帳も領収書等も無いが、父が

欠かさず納付してくれていたものと思っている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36年３月ごろ、当時居住していたＡ市役所で申立人の父親

が加入手続を行い、制度発足の同年４月以降、申立期間を挟んで 42 年 12 月

に婚姻を契機にＢ市へ転居する直前の同年 10月までの間、その父親が保険料

を納付してくれていたと申し立てている。また、この間、父親の転勤に伴い、

37年３月にＣ市へ、39年３月にＤ市へ転居したと陳述している。 

そこで、申立人の手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 36年４月３日に

Ａ市において払い出されていることが同払出簿の記録から確認でき、同市在

住中の時期に加入手続を行ったとする申立人の陳述と符合する。 

また、申立期間を挟んだ前後の納付記録をみると、Ａ市在住中の前 1 年分

は納付済みである。一方、申立人の父親の転勤に伴い、昭和 37年３月にＣ市

へ転居した申立人が、同市で保険料を納付するためには国民年金に係る住所



変更の手続を行う必要があるが、当該手続を行った場合に作成されるべき被

保険者名簿が不存在であり、同市で手続がなされた形跡はみられない。 

さらに、昭和 37 年 12 月に結婚するまでの間、申立人と同様に父親が保険

料を納付していたとする申立人の姉の納付記録をみると、同様に未納となっ

ていることが社会保険庁の記録から確認できる。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、社会保険

事務所において旧姓を含む氏名検索及び申立期間に係る手帳記号番号払出簿

の縦覧調査を行うもその存在は確認されなかったほか、申立人が、Ｃ市在住

中に保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

他方、申立期間直後の納付記録をみると、昭和 39年１月から同年３月まで

の３か月分については現年度納付していることが社会保険庁の記録から確認

できる。この点については、納付再開時期が同年３月のＤ市への転居時期と

近接し、当時、保険料の納付が１期３か月分を基本としていた状況を踏まえ

ると、申立人の父親は、Ｃ市からＤ市への転居後については、国民年金に係

る住所変更手続を行い、同市において遅滞無く納付を再開したものと推定で

きる。 

その上で、申立期間のうち、昭和 38年４月から同年 12月についてみると、

当時は、印紙検認方式により保険料収納がなされていたことから、申立人の

父親は、39年 1月からの３か月分の保険料を現年度納付する際、昭和 38年度

1年分が未納であることは認識していたものと考えられ、この期間についても

同様に現年度納付が可能であった。また、当時の保険料額は月額 100 円であ

り、申立人の父親は、この期間を含めた負担能力を有していたものと考えら

れる。さらに、仮に、何らかの事情により３か月分のみを納付する場合、通

常、時効が先に到来する昭和 38年４月から同年６月までの分から納付するの

が自然であり、第４期分のみ納付の記録に不自然さは否めない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 38年４月から同年 12月までの保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



大阪厚生年金 事案 3208 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社Ｂ本社における資格取得日に係る記録

を昭和 32年８月３日に、資格喪失日に係る記録を 33年７月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年８月３日から同年９月 10日まで 

             ② 昭和 33年４月５日から同年７月１日まで 

    Ａ社に昭和 32年３月 25日に入社し、44年１月 31日まで継続して勤務し

ていた。同社では、当初、Ｃ支社のＤ課に配属されたが、Ｅ業務を希望した

ところ、32年７月末にＢ本社へ転勤となった。 

社会保険庁の記録によれば、Ｂ本社に在職していた期間のうち、転勤直後

の昭和 32年８月３日から同年９月 10日までの間と、同本社からＣ支社へ戻

る直前の 33 年４月５日から同年７月１日までの間の厚生年金保険加入記録

が無い。 

申立期間もＡ社に在職していたことは間違いないので、申立期間について、

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録によれば、申立人は、申立期間において継続してＡ社に勤務

していたことが認められる。 

また、Ａ社から、「申立人が、昭和 32年８月３日から 33年７月１日までの

間、Ｂ本社に在籍していた。」との在籍証明書が提出された。 

さらに、Ａ社Ｃ支社から同社Ｂ本社への異動時期について、申立人が先輩と

陳述している同僚から、「私は、昭和 32 年４月にＣ支社からＢ本社に転勤し

たが、申立人は、同年７月末ぐらいにＢ本社に転勤して来たことを覚えてい

る。」との陳述が得られた。 



加えて、Ａ社Ｂ本社から同社Ｃ支社へ戻った時期について、当時、Ｂ本社に

在職していたことが確認できる同僚２人から、「Ｂ本社は、昭和 33 年８月早々

にＦ地区からＧ地区に移転したが、申立人は移転する１か月ぐらい前まで勤務

していたことを覚えている。」との陳述が得られた。  

以上の事情から、申立人は、申立てどおり、Ａ社Ｂ本社に昭和 32 年８月３

日から 33 年７月１日まで継続して在籍しており、厚生年金保険加入記録があ

る同社Ｃ支社との勤務の継続性が認められることから、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと考えるのが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険被保険者名簿の記

録から、Ａ社Ｂ本社における、被保険者資格取得時の標準報酬月額が 8,000

円で、昭和 33 年７月にＣ支社へ異動するまで変更の無いことが確認できるこ

とから、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は納付したかは不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 3209 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ  

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年９月１日から 31年４月１日まで         

             ② 昭和 31年６月６日から 36年４月１日まで 

             ③ 昭和 36年７月 10日から 40年１月１日まで 

    Ａ社、Ｂ社及びＣ社の厚生年金保険加入期間について、脱退手当金を受給

したことにされているが受け取っていない。 

    申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約２年３か月後の昭和42年４月13日に支給決定されたこととされており、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   また、申立人は昭和 41 年３月 24 日に婚姻し改姓しているが、申立人の厚  

年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の氏名

は変更処理がなされていないことから、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求さ

れたものと考えられ、不自然である。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 

 



大阪国民年金 事案 2293 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年２月から 48年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： 昭和 39年２月から 48年９月まで 

        昭和 39 年２月ごろに、母がＡ市役所で私の国民年金の加入手続を行って

くれた。また、申立期間の保険料は母が自分の分と一緒に集金人に納付して

くれていたと聞いていたので、記録も納付済みになっているものと思ってい

たのに、未納とされていることは納得できない。  

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、母が代わりに国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納

付してくれていたと申し立てているが、国民年金手帳記号番号払出簿によると、

申立人の手帳記号番号は申立期間後の昭和48年11月にその妻と連番で払い出

されており、この手帳記号番号によっては申立期間のうち、45年 12月以前の

保険料は時効により納付することができない。また、申立期間のうち 46 年１

月から 48 年３月までの保険料は過年度納付により納付することができるが、

申立期間の自身の保険料は母が集金人に納付していたとの陳述内容と符合し

ない上、別の手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらなかった。 

さらに、申立人は申立期間の保険料納付に直接関与していない上、納付を担

っていたとする母親は既に他界しているため、納付をめぐる事情等を汲み取ろ

うとしても新たな事情等を見いだすことはできなかった。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事

情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2294 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年９月から 47年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年９月から 47年 12月まで 

前職で同僚であったＡ氏と共にＢ店を開業するに当たり、昭和 43年８月

20日に国民年金の資格を取得した。 

その後数か月（３か月）に一度Ｂ店に集金人が来て、同僚のＡ氏と共に

国民年金保険料を支払っていた。 

ところが、国民年金の納付記録がＡ氏は昭和 43年９月１日からとなって

いるにもかかわらず私の記録が 48年１月からの納付とされており、43年９

月から 47年 12月まで納めていた保険料の記録が消えているため、５年間の

未納記録を訂正してもらいたい。 

加入手続はＡ氏に任せており、自分で手続をした覚えはない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続を行い同年８月 20日付けで資格を取得した。

保険料は月々集金人に支払っていたと申し立てている。 

そこで、申立人の手帳記号番号払出日をみると、社会保険庁の記録から昭和

48年４月 16日であることが確認できる。この場合、保険料を月々集金人に支

払ったとする陳述とは符合しない。また、この時点においては、申立期間のう

ち、43 年９月から 45 年 12 月までの保険料は特例納付によらなければ納付で

きない期間に当たり、46年１月から 47年３月までは過年度納付期間に当たっ

ているが、市では集金人による特例納付及び過年度納付の取扱いは行っておら

ず、集金人に支払ったとする申立人の陳述とは符合しない。 

また、申立人と同時に国民年金に加入したとする申立人の同僚の国民年金加

入時期をみると、国民年金手帳記号番号払出簿から、昭和 43年 11月に手帳記

号番号が払い出されていることが確認できる。この場合、申立人とその同僚が



同時に国民年金に加入したとする陳述とは符合しない。 

さらに、申立期間は 52 か月間に及び、通常、行政側がこれだけの長期にわ

たり事務的過誤を継続するとは考え難い。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、類似した氏

名を含む氏名検索を行うも、その存在を確認することはできなかった。このほ

か、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 2295 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年４月から 50年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 50年１月まで 

父親の国民年金は、昭和 45 年６月に国民年金に加入してから、亡くなっ

た 50 年１月までの保険料を継続して納めていたと亡き母から聞いていまし

た。亡き母は、国民年金の加入期間はすべて納付しているのに、母が自分の

分だけ納めて父の分を納めていなかったとは考えられず、申立期間が未納と

されていることに納得できません。当時の国民年金手帳など、納付に関する

資料はありませんし、納付手続に関する状況は不明ですが調査を願います。 

（注）申立ては、死亡した申立人の長女が、申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金保険料は、昭和 46 年４月以降について、申立人の妻が夫

婦二人分を継続して納めていたはずであると申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金加入記録をみると、昭和 46年３月 15日に申立人

の子（長女及び四女）と連番で国民年金手帳記号番号が払い出されていること

が同記号番号払出簿から確認できる。この時点で、申立人が国民年金の加入資

格を得た 45年６月から 46年３月までの昭和 45年度に係る保険料を納付した

ものと考えられる。一方、申立人の妻の手帳記号番号の払出日をみると、昭和

45年１月に払い出されていることが確認され、家族の加入状況及び昭和 45年

度までの納付状況は相違している。 

次に、昭和 46年４月から 50年１月までの申立期間について、申立人の妻は

保険料を納付済みであることが確認できるものの、申立人と同時に加入した長

女及び四女（四女については婚姻するまでの間）も申立人と同様に未納の記録

となっている。 



また、別の年金手帳による納付の可能性を確認するため、別読みによる氏名

検索を行ったがその存在をうかがわせる痕跡
こんせき

さらに、申立人及び納付手続を行っていた申立人の妻も既に亡くなっており、

国民年金の納付時期、納付金額や納付場所など納付をめぐる事情が不明である。 

は無く、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 2296 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 11年５月から 14年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11年５月から 14年９月まで 

申立期間の国民年金保険料について、父親が平成 14 年９月に私の国民年

金保険料が３年程未納になっているのに気がつき、自宅にあった納付書で保

険料約 30 数万円をＡ市役所の窓口で納めてもらった。それなのに申立期間

の保険料が未納とされていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 14 年９月に申立人の父親が、未納であった申立期間の保険

料をＡ市役所の窓口でさかのぼって納付したと申し立てている。 

そこで、申立人の父親が申立期間の保険料を納付したとする時期に関して、

申立人の保険料が平成 14年 10月から口座振替となっており、同年９月ごろに

市役所において保険料の口座振替手続を行ったものと考えられること、父親名

義の預金口座から同年９月 25日に 30万円を出金していることが確認される。 

ところで、国民年金保険料の取扱いについては、平成 14 年４月１日から保

険料の収納事務を国（社会保険事務所）が一元的に実施している。申立人の父

親が納付したと主張するＡ市役所においても例外無く収納事務を国に移管し

ており、市において保険料の収納事務は取り扱われていなかった。また、Ａ市

役所内の金融機関出張所においても国庫金納付書による保険料収納は取り扱

われておらず、申立人が同年９月に申立期間の保険料を市役所で納付したとす

る申立内容には符合しない。 

さらに、申立人が平成 14 年９月の時点で保険料を納付した場合、保険料の

時効から、制度上、12 年７月以前の保険料をさかのぼって納付することはで

きないほか、保険料納付が可能な同年８月から 14 年３月までの保険料は過年

度納付、同年４月から同年９月までの保険料は現年度納付が必要となり、複数



年度にわたる申立期間の保険料を金融機関等で納めた場合に収納記録は複数

の収納データとなるが、すべて未納の記録となることは考え難い。 

加えて、別の年金手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、別読み

を含めて氏名検索を行ったがその存在をうかがわせる痕跡
こんせき

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

は無く、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情等も見当たらな

かった。 



大阪国民年金 事案 2297 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年８月から 60年 12月までの期間及び 63年４月から平成２

年７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名  ：  女 

  基礎年金番号  ：   

  生 年 月 日  ：  昭和 10年生 

住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間   ： ① 昭和 44年８月から 60年 12月まで 

② 昭和 63年４月から平成２年７月まで 

申立期間①については、Ａ市に住んでいた昭和 44 年ごろ、夫が経営して

いたＣ社に女性の集金人が訪れ、「市役所より強制的に加入するようにとの

ことです。」と言われたため、夫が夫婦一緒に夫婦二人の国民年金の加入手

続をした。加入手続をした際、年金手帳の交付はなかった。同年当時の保険

料額は覚えていないが、毎月私が主人の分と一緒に夫婦二人分の国民年金保

険料を集金人に納付していた。 

申立期間②については、平成２年の７月ごろ、Ｂ市役所から文書による未

納通知があり、同封されていた納付書により、Ｂ市役所で未納分を納めた。

16万円持参したのを覚えているが、納付額は覚えていない。 

納付した覚えがあるので、納付済みとして認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間時に居住していたＡ市、Ｂ市及び社会保険庁の記録にお

いて、申立人の国民年金への加入記録は存在せず、また、手帳記号番号が存在

する可能性について、旧姓を含む氏名の別読み検索を行ったが、手帳記号番号

の存在をうかがわせる事情は見当たらなかった。 

また、申立人は、国民年金への加入手続に関与しておらず、夫婦二人の加入

手続を行ったとするその夫は既に死亡しているため、当時の国民年金の加入状

況が不明であり、ほかの汲むべき事情を見いだすこともできなかった。 

さらに、申立人の夫の手帳記号番号は、昭和 51年５月 31日に払い出されて

おり、この手帳記号番号以外に申立人の夫の年金手帳が払い出された事情はみ



られず、44 年ごろに夫婦一緒に夫婦二人の加入手続を行ったとする申立人の

陳述とは符合しない上、その夫の手帳記号番号が払い出された時点において、

申立人が満 60 歳に到達までの期間は 234 か月であり、申立人の過去の厚生年

金保険の加入期間を加えたとしても年金の受給資格要件に当たる 300 か月を

満たさないことから、申立人の夫は自身の加入手続のみを行ったということも

否定できない。 

加えて、申立人は、平成２年７月に催告を受け、納付額は定かではないが

16 万円を持参し保険料を納付したと陳述しているところ、夫の納付記録をみ

ると、同年７月 16日に社会保険庁から催告を受け、昭和 63年９月から平成２

年３月までの期間の保険料を同年８月 24 日に過年度納付していることが確認

でき、また、この期間の保険料額は 14 万 9,900 円となり、申立人が持参した

とする 16 万円とおおむね符合することから、夫の過年度保険料であったもの

と推測される。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 2298 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 37年 11月から 39年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名  ： 女 

        基礎年金番号  ：    

        生 年 月 日      

        住    所  ：   

  ：  昭和 11年生 

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間      

        私は、Ｂ区役所で国民健康保険の加入手続をした際に市役所担当者から国

民年金保険料が未納となっている旨、指摘を受けた。 

  ：  昭和 37年 11月から 39年３月まで 

    当時、夫とは婚姻前ではあったものの一緒に暮らしていた。 

    いつから保険料の納付を始めたのか定かではないが、未納となっている保

険料額は一人当たり 2,000円であった。その際、夫婦二人分の保険料を納付

するだけの所持金が無かったので夫の分の保険料額 2,000 円（未納期間 19

か月間及び当月分の保険料の計）と私の当月分の保険料額 100円を支払った

ことを記憶している。 

    国民年金に加入した時期や納付を開始した時期は覚えていないが、当時の

保険料額が１か月当たり 100円であったことから考えると、加入した時期に

おいて 19か月分の未納があったということであり、その未納期間は昭和 36

年４月から 37年 10月までの期間に当たることから、加入手続をしたのは同

年 11月であったと思われる。 

    その後は、欠かさず集金人に毎月夫婦二人分の保険料 200円を納付してき

た。 

    申立期間について、納付記録が無く未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の手帳記号番号は、昭和 39 年６月４日に払い出されていることが国

民年金手帳記号番号払出簿から確認でき、この場合、申立期間の保険料は過年

度保険料となるため、区役所及び集金人に保険料を納付することはできない。 

また、申立人の年金手帳は、Ａ市Ｂ区から転居した後にＣ市で発行されてい

ることが確認でき、申立人のＢ区で国民年金に加入したとする陳述とは符合し



ない。 

さらに、申立人に係る別の手帳記号番号の払出しの可能性について、各種の

氏名検索を行ったが別の手帳記号番号が払い出された形跡はうかがえなかっ

た。 

加えて、申立人は未納とされていた保険料額が一人当たり 2,000円であった

と陳述しているものの、その未納時期については必ずしも申立人の主張どおり

とは認められず、また、申立人の国民年金への加入状況及び保険料の納付時期

などに関する当時の記憶は曖昧
あいまい

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 2299 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年 11 月から 53 年３月までの期間及び 54 年 10 月から 55

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年 11月から 53年３月まで 

             ② 昭和 54年 10月から 55年３月まで 

    私は、会社を辞めた昭和 50 年当時、年金は掛けないといけないという強

い認識があったので国民年金に加入することにした。会社を辞めてからは家

業を手伝っていたので、加入手続や支払いは母に頼んでいた。母が会計を管

理していたので収入の中から税金等をまとめて支払い、天引き後を給料とし

てもらっていた。会社を辞めて１年ほど経ったころ、母に国民年金を支払っ

ているかを聞き、領収書も見せてもらったことを覚えている。支払っている

はずの期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職した昭和 50年９月からしばらく経った同年 11月ごろ

に、母親がＡ市で国民年金の加入手続を行い、同年 11 月以降の保険料も母親

が納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、申立人の同手

帳記号番号の前後の被保険者の加入記録から、昭和 51 年４月１日から同年５

月４日までに払い出されたものと推定でき、払出時点において申立期間①の保

険料は過年度納付及び現年度納付が、申立期間②の保険料は現年度納付が可能

であることが分かる。 

また、社会保険事務所の特殊台帳をみると、昭和 51 年度、53 年度及び 55

年度に保険料納付の催告がなされた記録がみられることから、申立期間①及び

②は、当初未納であった可能性が高い。 

しかし、申立人は、母親から過去の未納保険料をまとめ払いしたという話を



聞いたことが無く、また、母親は、申立期間①及び②と同じ期間、自身の保険

料を現年度納付していることから、申立人と納付状況が大きく異なることとな

り不自然である。 

また、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された可能性について調

査したが、申立人の記録は見当たらなかった。 

さらに、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

も無く、保険料が納付されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2300 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 40年３月まで 

    私は、52歳当時の昭和 55年６月ごろ、テレビで国民年金の受給資格が満

たない人のための第３回の特例納付措置が行われているのを知った。 

そこで、早速、自分でＡ市役所に申し出て、このまま支払い続けた場合

60歳到達時に受給資格期間の 300か月(25年)を満たすために不足している

月数（25 か月）を計算してもらい、翌日、その月数分の保険料を現金で特

例納付した。 

金額は 10万円から 12万円程度であったと記憶している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、受給資格期間の 300 か月(25 年)を満たすため、市役所で不足す

る月数を計算してもらい、その分の保険料を特例納付したはずであると申し立

てている。 

そこで、社会保険庁の納付記録をみると、昭和 55年６月 19日に特例納付し

ていることが確認できるものの、その納付月数は、36年４月から 37年３月ま

での 12か月分であり、申立人の主張する納付月数と相違している。 

しかし、申立人の国民年金受給資格期間は、生年月日による受給資格期間短

縮特例措置により 22年であり、申立人が特例納付を行ったとする昭和 55年６

月当時、60 歳到達まで国民年金保険料を完納した場合の納付月数は 275 か月

（22年 11か月）となり受給資格期間を満たすことから、受給資格期間を満た

す目的で特例納付を行ったとする申立内容と符合しない。 

また、申立人が、第３回の特例納付実施期間において、ほかに申立期間の国

民年金保険料を特例納付していたことを示す関連資料が無く、納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 2301 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年６月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年６月から 49年３月まで 

私は、昭和 49年に、Ａ市役所から国民年金への加入勧奨通知がきたので、

自分で市役所に出向き、国民年金の加入手続をし、その後、あまり日を置か

ずに、市役所の年金担当窓口で、それまでの未納の保険料を一括納付した。 

その時支払った保険料額や使用した納付書などの詳しい記憶は無い。 

申立期間当時、私は専業主婦であったが、元夫は兄弟で会社を経営してお

り、良い時代で景気がよく、日曜日にまで仕事が入っているほどであった。

保険料を一括納付したことを示すような資料は所持していないが、申立期間

が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 49 年に国民年金の加入手続をした当初、市役所の年金担当

窓口で過去の未納分の保険料を一括納付したと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号払出時期をみると、昭和 50 年２月

３日であることが同手帳記号番号払出簿により確認でき、払出時点において、

申立期間のうち、48年１月から 49年３月までの期間の保険料は過年度納付が

可能であり、また当時は特例納付実施期間中であったことから、43 年６月か

ら 47年 12月までの期間は特例納付が可能である。 

しかし、申立人は、納付金額や納付方法などに関する具体的な記憶があいま

いであり、また、市役所の年金担当窓口で過年度保険料となる申立期間の保険

料を一括納付したと陳述しているが、市では、窓口で過年度保険料を収納する

ことはあり得ないとしており、申立内容と符合しない。 

さらに、市の被保険者名簿の保険料納付記録欄をみたところ、昭和 49年 12

月５日に、初めて同年４月分から同年 12 月分までの保険料を一括納付してい



ることが確認できることから、申立人が一括納付したと主張している保険料は、

この期間の保険料のことと混同して記憶している可能性も否定できない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことを裏づける関連資料が

無く、保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 2302 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年１月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年１月から 47年３月まで 

    私は、昭和 41 年８月、Ａ市役所で婚姻を契機に夫と夫婦二人の国民年金

の加入手続をした。同年 12月に国民年金手帳が発行され、届いた時には昭

和 41 年度の印紙検認台紙は既に切り取られており、昭和 42 年４月分から

Ａ市集金人による集金が始まり夫婦二人分の国民年金保険料を３か月分ず

つ支払っていた。 

    途中、納付が困難になり支払えなかった期間もあるが、昭和 45 年１月に

Ｂ市に転居し、地域のＣ会の集金が始まってからは、集金人が３か月ごと

の集金時に茶色で三枚複写になった納付書を持参し、保険料を支払うと領

収印を押し一枚を領収書としてもらっていた。領収書には、「Ｄ…」の文字

があったと記憶している。領収書は引っ越しで無くしてしまったが、督促

を受けたことは無く未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ市に転居した昭和 45 年１月に同市で住所変更手続を行い、同

時に 44 年 10 月から同年 12 月までの保険料を納付し、45 年１月から 47 年３

月までの保険料を地元Ｃ会の集金人に納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の所持している国民年金手帳の印紙検認記録をみると、昭和

44年 10月から同年 12月までの印紙検認記録欄に 45年１月７日付けの検認の

押印が確認できるが、同年１月から 46 年３月までの印紙検認記録欄に検認の

押印が無いことが分かる。また、同年４月以降の印紙検認記録については、申

立人が国民年金手帳を所持していないため不明である。 

このことについて申立人は、地元Ｃ会の集金人は国民年金手帳に検認印を押

すことを行わず、納付書により保険料納付していたと陳述しているが、Ｂ市で



は、昭和 48 年３月まで印紙検認方式による保険料徴収を実施しており、納付

組織による集金を行っている地域であっても市の集金人が定期的に訪問し、ま

とめて印紙検認印を押す運用であったと説明していることから、この事実と符

合しない。 

また、申立人が記憶している納付書は、本来過年度納付に使用する様式に酷

似していることから、社会保険事務所が申立人に対し未納保険料の納付の催告

を行った際に、併せて過年度納付書を送付していた可能性も否定できない。 

さらに、申立人が一緒に夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたとする

申立人の夫の納付記録をみると、申立期間と同じ期間が未納となっていること

が確認できる。 

加えて、申立人に申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料が無く、

納付をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 2303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年５月から 46年２月までの期間及び 47年５月から 48年３

月まで期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年５月から 46年２月まで 

② 昭和 47年５月から 48年３月まで 

私は、昭和 44 年５月当時は学生であり、国民年金の加入は任意だった。

しかし、母は、病弱な私を専業主婦として嫁がせるつもりでいたようで、将

来困らないように、「国の年金なら安心」「一生涯の贈り物」といって、自宅

に来ていた集金人を通じて国民年金の加入手続をしてくれた。 

母も国民年金に加入していて、毎月のように近所に住む年配の女性が自

宅に保険料の集金に来ていたので、金額は覚えていないが、私が就職した昭

和 46年２月まで母と私の二人分の保険料を母が納付してくれていた。 

その当時は、保険料を納付するとシールのようなものをもらい、手帳に貼
は

また、私は、昭和 46年３月に短大を卒業し就職したが、父が年金制度に

精通していたので、母が父から話を聞いてきちんと年金の手続をし、厚生年

金保険被保険者資格を喪失した 47 年５月から再び母が国民年金の保険料を

納付してくれていたと思う。ただ、私は入院していたので集金の状況をみて

いたわけではない。 

っていたと思う。領収証書をもらっていたかどうかは覚えていないが、結婚

した昭和 52 年２月に母からもらった手帳をみると、領収証書のほかに、ハ

トロン紙のような長方形の小さな紙が２、３枚ほど挟んであった。 

その後、現在まできちんと保険料を納付してきたので、上記期間につい

て未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年５月ごろに母親がＡ市の集金人を通じて国民年金の加



入手続を行い、以後、申立人が厚生年金保険被保険者資格を取得した月の前月

である46年２月までの期間及び国民年金被保険者資格を再取得した47年５月

から婚姻した 52 年２月までの期間の保険料を母親の保険料と一緒に母親が集

金人に納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、申立人の前後

の手帳記号番号を払い出された被保険者の加入記録から、申立人の同手帳記号

番号は、昭和 48 年２月から同年４月までの間に払い出されているものと推定

でき、また特殊台帳をみると、手帳交付日が同年３月５日であることが確認で

きることから申立内容と符合しない。 

また、申立人の手帳記号番号の払出時点において、申立期間①のうち、昭和

44年４月から 45年 12月までの期間の保険料は制度上納付することができず、

46 年１月及び同年２月の保険料は過年度納付が可能であるが、申立人は母親

が過去の未納保険料をさかのぼって納付したと聞いた記憶も、自ら納付した記

憶も無いと陳述している。 

一方、払出時点において、市町村で保険料の収納が可能である申立期間②に

ついて、Ａ市における昭和 47 年度の保険料収納方法は、国民年金手帳に検認

印を押し、領収証書を発行するものであったことが確認できた。 

そこで、申立人所持の国民年金手帳をみると、昭和 47 年度印紙検認記録欄

には検認の押印が無く、また、昭和 44年５月３日から 61年４月１日までの期

間は強制被保険者である旨の記載が確認でき、母親が申立人の厚生年金保険被

保険者資格の喪失に伴い国民年金被保険者資格再取得の手続をしてくれたと

いう申立内容と符合しない。 

また、申立人所持の領収証書をみると、Ａ市の住民となった昭和 48 年４月

以降の保険料については、現年度納付していることが確認できることから、申

立人の保険料納付は、Ａ市の住民となり、手帳記号番号が払い出された昭和

48年度から始まったと考えるのが自然である。 

さらに、申立人が、申立期間の保険料を集金人に納付するためには別の手帳

記号番号の払出しが必要であるが、申立人に別の手帳記号番号が払い出された

形跡は見当たらなかった。 

加えて、申立人は、申立期間の保険料納付に直接関与しておらず、ほかに納

付をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2304 

   

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年１月及び同年２月並びに同年８月から５年１月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成４年１月及び同年２月 

② 平成４年８月から５年１月まで 

私は、会社を退職後の平成４年１月ごろに、以前から母に会社を辞めたら

国民年金に入るようにと言われていたことと、私も将来のことを考えると国

民年金に加入するのが当然という気持ちから、私が市役所で国民年金の加入

手続を行った。国民年金保険料は、郵送されてきた納付書で金融機関に納め

た(申立期間①)。 

平成４年８月ごろに会社を退職後もすぐに市役所に出向き、私が国民年金

の手続を行った。その後、保険料は郵送されてきた納付書により金融機関で

納めていた(申立期間②)。 

いずれの期間も国民年金に加入するのが当然と思い会社を退職後すぐに

手続を行い、保険料を納めた記憶があるので、納付済期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成４年１月に国民年金の加入手続(申立期間①)をし、その後、

次の会社を退職した同年８月に厚生年金保険から国民年金への切替手続(申立

期間②)を行い、いずれの期間についても国民年金保険料を毎月又はまとめて

納付していたとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、７年 11

月ごろに払い出され、申立人は国民年金被保険者資格を６年 10月 21日にさか

のぼって取得していることが申立人の年金手帳及び社会保険庁の記録により

確認でき、申立期間①及び②は国民年金の未加入期間であるため、制度上、保

険料を納付できない。 

また、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されている可能性につい

て、複数の氏名別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い



出されていたことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

さらに、申立人は会社を退職後すぐに国民年金の手続を行ったとしていると

ころ、申立人は厚生年金保険被保険者資格を平成６年 10月 21日に喪失し、そ

の１年以上後の７年 11 月ごろに国民年金への切替手続を行っているほか、６

年 10月から７年３月までの期間の保険料を８年 11月 12日に過年度納付して

いることが社会保険庁の記録により確認でき、申立人の陳述と符合しない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料は無く、

ほかに申立期間の保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2305 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年 11 月から 39 年３月までの期間、44 年４月から 45 年３

月までの期間及び47年４月から51年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 11月から 39年３月まで 

              ② 昭和 44年４月から 45年３月まで 

                          ③ 昭和 47年４月から 51年３月まで 

自宅に民生委員が来て、国民年金の加入を勧めたので、母が私の国民年金

の加入手続をしてくれた。加入後の国民年金保険料は、母が集金人に支払っ

ていた（申立期間①）。 

その後結婚し、その際の国民年金に係る氏名及び住所変更の手続は、私が

Ａ市役所で行った。結婚後、時期は覚えていないが、私が自分で集金人に保

険料を支払うようになった（申立期間②）。 

Ｂ市に転居した際も、私が市役所で国民年金に係る住所変更手続を行った。

昭和 50 年３月ごろに市からの納付勧奨の通知があり、市窓口で相談したと

ころ、保険料を納付するよう市の職員から教示され、納付書をもらった。そ

の時は持ち合わせがなかったので、後日、市役所の窓口で保険料を支払った

記憶がある。保険料納付のために市役所に行ったのはその時のみである（申

立期間③）。          

  それにもかかわらず、申立期間①、②及び③の期間の保険料が未納とされ

ているのは納得できない。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は昭和 36年ごろに、国民年金加入手続を申

立人の母親が行ったとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は 39

年６月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿により確認で

き、この手帳記号番号払出時点では、申立期間①は保険料を現年度納付するこ

とができない期間である上、申立人はこの期間にさかのぼって保険料を納付し



たことは無いと思うとしている。 

また、申立期間①の保険料を納付していたとされる申立人の母親が申立人の

保険料を納付していたことを示す関連資料が無く、申立人自身が保険料の納付

に直接関与していない上、申立人の母親は既に死亡しているため、申立期間①

に係る国民年金の加入手続及び保険料納付の詳細は不明である。 

さらに、申立人に別の手帳記号番号が払い出された可能性について、手帳記

号番号払出簿の内容確認や氏名別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

次に申立期間②については、申立人はＡ市へ転居した昭和 44年４月以降、

集金人に保険料を納付したとしているが、手帳記号番号払出簿に「転出 46.

１.30Ｃ」と記されており、申立人の被保険者名簿が 46年１月にＡ市を管轄す

る社会保険事務所に移管されたことが確認でき、申立人が転居後の国民年金に

係る住所変更手続を行っていなかったことがうかがえる。 

この場合、Ａ市では、転入者から国民年金に係る住所変更手続が行われなけ

れば被保険者情報が無いため、制度上、この住所変更手続が行われるまでの間

は、集金人が申立人宅に赴くことができない。 

また、申立人は、申立人の母が申立期間②以前の昭和 43年に死亡している

にもかかわらず、当初はその母が申立期間②の保険料を納付していたと陳述す

るほか、自分で納付するようになった時期及び母親から国民年金手帳を渡され

た時期について覚えていないとしており、申立期間②の保険料納付に関する記

憶が曖昧
あいまい

申立期間③については、申立人が申立期間③の保険料を納付した証拠である

として提出した領収書は、昭和 50年３月に市が発行した昭和 49年度保険料の

納付に係る領収印の無い未使用の「納付通知書兼領収書」（以下「納付通知書」

という。）であり、この納付通知書を用いて保険料は納付されなかったものと

認められる。 

である。 

また、申立人は、市役所の職員に申立期間③の保険料をまとめて納付するよ

う教示され、保険料を納付したとしているところ、申立人は上述の納付通知書

のほかに別の納付通知書を発行されたかどうかを覚えていないなど保険料納

付に関する記憶が曖昧
あいまい

このほか、申立期間は計６年５か月と長期間である上、申立期間①、②及び

③の保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情は見当たらなかっ

た。 

である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2306  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年７月から 55年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

住        所  ：  

 

２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： 昭和 52年７月から 55年２月まで 

     私は、結婚直後の昭和 50年 11月又は同年 12月にＡ市役所で国民年金の

加入手続を行い、納付書により何か月ごとかは覚えていないが、長女を連れ

てＢ銀行で国民年金保険料を納付していた。 

    それにもかかわらず、昭和 52年７月から 55年２月までの期間の保険料が

未納とされている。申立期間当時は生活に変化は無く、保険料を納付できな

い状況では無かった。 

申立期間を納付済みと訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に任意加入し、申立期間も国民年金保険料を納付してい

たとしているところ、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料が無く、

申立期間は 32 か月と長期間である上、申立人の納付に関する記憶は曖昧
あいまい

また、申立人の特殊台帳及びＡ市の被保険者名簿には「昭和 55 年３月 14

日資格喪失」との記載があり、申立期間直後に資格の喪失手続が行われたこと

が確認できる上、申立人の特殊台帳の昭和 53年度欄には「54催」との

であ

り、周辺事情について調査を尽くしても、申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

事蹟
じ せ き

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。

が

残されており同年度の保険料納付を催告されたと推定できることから、申立期

間については、何らかの理由により未納となった可能性も否定できない。 



大阪国民年金 事案 2307 

   

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年９月から７年９月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成４年９月から７年９月まで 

私は、会社を退職後の平成４年９月ごろに、会社を辞めたのだから国民年

金に加入するのが義務という気持ちから、Ａ市役所で私が国民年金の加入手

続を行った。国民年金保険料は、Ａ市役所の年金課の窓口又は金融機関で定

期的あるいはまとめて納めていた。 

会社を退職後、納付漏れがないように保険料を定期的あるいはまとめて納

付した記憶があるのに、申立期間の保険料を納付したことにされていないこ

とが納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成４年９月に会社を退職し、その後すぐにＡ市役所において自

身で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を毎月又はまとめて納付した

としているところ、申立人は、申立期間を含む元年 12月から 10 年 11月まで

Ｂ県Ｃ市に住民登録されており、制度上、Ａ市において国民年金に加入する手

続は行えず、申立人の陳述は符合しない。 

また、申立人には、申立人が厚生年金保険の被保険者となった平成９年１月

に基礎年金番号が払い出されているが、これ以外に別の国民年金手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

さらに、平成７年 10月から９年３月までの国民年金保険料は同年 12月、10

年３月及び 11 年４月の３度に分けて過年度納付されていることが社会保険庁

の記録により確認できるところ、申立人はこのことを覚えていないとしている

ほか、申立人の陳述内容は変遷
へんせん

し曖昧
あいまい

であり、保険料納付に関する具体的な陳

述が得られない上、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書控え等)が無く、保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺



事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2308 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年 10月から 61年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月から 61年３月まで 

      私は、昭和 58年に国民年金任意加入被保険者の資格喪失届を行い、その

後は国民年金保険料を納付していなかった。 

しかし、昭和 61年４月から第３号被保険者となることを 60年秋に知り、

第３号被保険者になる前に、資格喪失後の 58年 10月から 61年３月までの

保険料を納付できないかと、当時、夫が国民年金課担当者に相談したところ、

納付可能とのことであったので、保険料の計算をしてもらった。                                                                                    

後日、昭和 60年秋から 61年春までの間と思うが、夫が私の年金手帳を持

参の上、直接国民年金課担当者に 30か月分 20万円弱を一括納付した。夫が

領収書をもらったか、年金手帳に領収印を押してもらったかは覚えていない

が、夫から納付してきたと聞いている。 

申立期間については納付しているはずなので認めてほしい。                                                                          

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、時期は明確に覚えていないが昭和 60 年の秋以降に、国民年金被

保険者資格を喪失した58年10月にさかのぼって国民年金保険料を納付したと

しているところ、申立人は当時、地方公務員共済加入者の妻であることから国

民年金の任意加入者となるため、制度上、上述の資格喪失月から再資格取得月

の前月までの期間の保険料はさかのぼって納付することができない。 

また、市の被保険者名簿及び社会保険庁の記録において、申立人が申立期間

中に国民年金に任意加入した事蹟
じ せ き

さらに、申立人は加入手続及び保険料納付手続に直接関与しておらず、同手

続を行ったとされる申立人の夫は、保険料納付時に領収書を受け取ったか年金

手帳に領収印が押されたか否かは分からないとするほか、保険料を納付した時

は確認できなかった。 



期も明確でないなど、納付に関する記憶が曖昧
あいまい

このほか、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書控え等）が無く、保険料の納付をうかがわせる周辺事情も見当たら

なかった。 

であり、保険料納付の具体的な

陳述をその夫から聴取することはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年１月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年１月から 50年３月まで 

私は、昭和 49年２月の結婚後に夫婦でＡ市役所のＢ支所に出向き国民年 

金の加入手続をした。その時に年金手帳はもらったが、国民年金保険料を納 

付したかどうかは覚えていない。 

当時、母親からは「将来もらうための年金は掛けておきなさい」と言われ

ていたので、保険料は必ず納付しており、夫は納付済みで、私だけが未納及

び免除というのは考えられない。まして、勤めていた時の蓄えもあり、夫は

会社を父親と経営し、私もパート勤務していたことから、お金に困ることも

無く免除申請する理由も無い。 

勤務先の近くにあるＢ支所や銀行で、納付書により３か月ごとに夫と自身

の保険料を同時に納付していたので自分だけ未納及び免除があることに納

得がいかない。                     

                                                                                                                             

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 49 年２月の結婚後に、夫婦二人で国民年金に加入し、納付

書により３か月ごとに夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付したとして

いるところ、申立期間に係る申立人の元夫の納付記録をみると、申立期間と同

じ期間の保険料は 58年及び 59年に分けて追納されており、同期間は追納が行

われるまでは申請免除期間であったことが社会保険事務所の特殊台帳により

確認できることから、申立期間当時に夫婦二人分の保険料を一緒に納付したと

する申立人の陳述は符合しない。 

また、社会保険庁の記録では、申立期間のうち、昭和 49年４月から 50年３

月までの期間は申請免除期間となっていることについては、申立人はこの期間

の免除申請を行っていないと陳述しているところ、Ａ市の被保険者名簿及び特

殊台帳の双方において、申立人のこの期間は「申免」と記されている上、申立



人の元夫も申請免除期間となっている。 

さらに、Ａ市では、免除申請書は一枚で複数の世帯員の申請を行う様式であ

り、夫婦どちらでも申請手続を行うことができたとしていることを考え合わせ

ると、申立人の申請免除期間は、申立人あるいはその元夫からの申請により免

除されたものと推定できる。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料が無く、

申立期間の保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない上、申立人の元夫からは申立期間当時の保険料納付に関する事情を聴取す

ることができず、保険料納付の詳細は不明である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2310 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年４月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 52年３月まで 

    昭和 42年４月ごろ、元夫がＡ市役所で国民年金の加入手続をしてくれて、

それ以降保険料を納めてくれていた。保険料額や国民年金手帳については全

く覚えていないが、納付したことは確かなので、申立期間が未納とされてい

るのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年４月に元夫が市役所で国民年金の加入手続をしてくれ

て、加入後は元夫が現年度納付してくれていたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 52 年３

月１日であることが、社会保険庁の国民年金手帳記号番号払出簿から確認でき

る。この場合、42 年４月ごろ元夫が加入手続をしてくれたとする申立人の陳

述とは符合しない。 

また、申立人の最初の資格記録をみると、昭和 52 年４月５日付けで任意加

入であることが、社会保険庁の特殊台帳及び本人が所持する国民年金手帳の双

方の記録から確認できる。この場合、申立期間は未加入期間となり、制度上、

保険料を納付することはできない。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、社

会保険事務所において、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行い、また、

旧姓を含め氏名の別読みによる検索も行ったが、別の国民年金手帳記号番号の

存在をうかがわせる事情は見当たらなかった。 

加えて、申立期間は 132か月間に及び、行政側がこれほど長期にわたり事務

処理の誤りを行ったとは考え難い。 

このほか、申立人は国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておら



ず、これを行ってくれたとする申立人の元夫は既に亡くなっており、加入手続

及び納付をめぐる状況は不明であるほか、申立人の申立期間の保険料納付をう

かがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2311  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年 11 月から７年３月までの期間、並びに同年８月及び同年

９月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 49年生 

住        所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成６年 11月から７年３月まで 

           ② 平成７年８月及び同年９月 

平成 12 年５月に私は結婚してＡ市へ転居し、Ａ市内の社会保険事務所で

改姓と住所変更の手続をした。その際、窓口の職員から過去に未納期間があ

ることを知らされ、この未納分を納付すれば未納期間はすべて無くなり、こ

の分は今からでもさかのぼって納付できるといわれ、未納分をまとめて納付

した。その場で納付したのか、何日か後に納付したのか、また納付場所や納

付方法、納付金額などは覚えていないが、Ａ市の社会保険事務所でのやりと

りを鮮明に覚えているので、納付したことは確かであり、申立期間について

未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は平成 12 年５月の婚姻を契機に、社会保険事務所で改姓及び住所変

更の手続を行った際、窓口職員から申立期間が未納であることを知らされ遡及
そきゅう

そこで申立人の加入手続時期についてみると、申立期間①及び②に係る資格

の取得及び喪失日、並びに平成 10年 7月 11日付け資格取得の入力日の記録か

ら同年７月から同年８月５日までの間になされたものと推定できる。この場合、

加入手続時点では、申立期間は時効の成立により、既に納付できない期間にな

っている。 

納付したと申し立てている。 

また、申立人が納付したと主張する平成 12 年５月以降の時点では、時効の

成立からさらに期間が経過しており、この手帳記号番号によっては、制度上、

保険料を納付することはできない。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、旧姓を含む



氏名検索を行ったが、その存在をうかがわせる事情は見当たらなかった。 

また、申立人は、保険料の納付金額、納付方法及び納付場所等保険料納付を

めぐる記憶が定かではないほか、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事

情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から同年９月まで 

Ａ市に住民票があった昭和 49 年４月から同年９月までの保険料を支払っ

ていませんでした。しかし住民票をＢ県Ｃ市に移したときに、未納を指摘さ

れたので全額納付しました。また、これ以降は定期的に父親に送金をして、

父親が納付しました。この期間の保険料を支払ったので未納とされているこ

とには納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の保険料については、Ｃ市に住民票を移した際に、未納

と指摘されたので、全額納付したはずであると申し立てている。 

そこで、申立人の記録をみると、申立人が昭和49年10月にＣ市へ転居後に、

同市を管轄する社会保険事務所において、申立人の所在を把握した時期は 51

年３月であることが、国民年金手帳記号番号払出簿の記録から確認できる。こ

の場合、この把握時点において、申立期間の保険料は過年度納付が可能であっ

た。 

一方、申立期間直後の納付記録をみると、昭和 49年 10月から 51 年３月ま

での保険料を、同年 12 月にＣ市において、まとめて過年度納付していること

が社会保険庁及び市双方の記録から確認できる。この場合、この過年度納付時

点においては、申立期間は時効により既に納付できない期間となっている。 

また、申立期間の保険料をＣ市でまとめて納付した後は、定期的に父親が納

付していたとする申立人の陳述とも符合しない。 

これらの点を踏まえると、昭和 51 年３月に社会保険事務所が申立人の所在

を把握した後、申立人は、同年４月からＣ市において現年度納付を開始し、同

年 12月に納付可能な過年度期間である 49年 10月から 51年３月までの保険料

をまとめて納付したと考えるのが自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2313 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年 10 月から 59年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年 10月から 59年９月まで 

私が昭和 57年 10月に会社を退職して、すぐに妻がＡ市役所Ｂ出張所で国

民年金加入手続と国民健康保険加入手続を夫婦二人分行った。保険料の納付

はＣ銀行Ｄ支店の私名義の普通預金の口座振替で毎月夫婦二人分を引き落

とし、納付した。当初数か月の保険料はすぐに引き落しできないため、後に

送られてきた納付書でまとめて数か月分を夫婦二人分を納付した。納付期間

の領収書は無いが、昭和 58年度から 60年度までの税理士作成の確定申告書

控えがあり、社会保険控除欄に夫婦二人分の国民年金支払保険料の記載があ

り、納付したことは間違いない。 

昭和 57年 10月から免除される平成 19年６月まで夫婦そろって夫婦二人

分の保険料を納付してきたのに申立期間の 24 か月夫婦共に記録では未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 57年 10月に会社を退職後、すぐに夫婦二人で国民年金に加入

したと申し立てている。 

そこで申立人夫婦の国民年金加入記録をみると、Ｅ市の被保険者名簿及び社

会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿のいずれの記録においても申立

期間より後の昭和 60 年８月に国民年金加入手続を行っていることが確認でき

る。この場合、57年 10月に夫婦二人で同時加入したとする申立人の陳述とは

符合しない。また、この時点で申立期間の同年 10月から 58年６月までの保険

料は時効の成立により、制度上既に納付できない期間となっている。 

一方、国民年金と同時加入し、昭和 59 年分の保険料控除欄に記入されてい

る国民健康保険についても、資格取得年月日が同年 10 月 24 日であることが、

申立人の国民健康保険被保険者証から確認でき、57年 10月に加入したとの陳



述とは符合しない。 

さらに、申立人は国民年金加入当初の数か月は納付書で納付したが、その後

は口座振替で毎月夫婦二人分を納付していたとする申立てであるが、社会保険

庁の記録から、昭和 59年 10月から 60年３月までの保険料は過年度納付がな

され、同年４月から同年 11月までの保険料は同年 11月 13日に一括で納付さ

れ、同年 12月から 61年４月までの保険料の納付は毎月異なる日付で納付され

ていることが確認できる。通常、銀行からの口座振替であれば毎月決まった日

に振り替えられることが自然であり、申立人の陳述とは符合しない。 

なお、申立人の所持する確定申告書の写しを見ると、昭和 59 年１月から同

年 12月までの保険料 14万 6,940円を納付した旨の記載が確認できる。しかし、

社会保険庁の記録をみると同年 10 月から同年 12 月までの保険料は 61 年 12

月 24日に過年度納付がなされていることが確認でき、本来 59年分に控除が必

要な保険料額とは符合しない。 

加えて、別の年金手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、各種の

氏名検索を行ったが、その存在をうかがわせる事情は見当たらなかったほか、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情等も

見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 2314 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年 10 月から 59年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年 10月から 59年９月まで 

夫が昭和 57年 10月に会社を退職して、すぐに、私がＡ市役所Ｂ出張所で

国民年金加入手続と国民健康保険加入手続を夫婦二人分行った。保険料の納

付はＣ銀行Ｄ支店の夫名義の普通預金の口座振替で毎月夫婦二人分を引き

落とし、納付した。当初数か月の保険料はすぐに引き落しできないため、後

に送られてきた納付書でまとめて数か月を夫婦二人分を納付した。納付期間

の領収書は無いが、昭和 58年度から 60年度までの税理士作成の確定申告書

控えがあり、社会保険控除欄に夫婦二人分の国民年金支払保険料の記載があ

り、納付したことは間違いない。 

昭和 57年 10月から免除される平成 19年６月まで夫婦そろって夫婦二人

分の保険料を納付してきたのに申立期間の 24 か月夫婦共に記録では未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫は昭和 57年 10月に会社を退職後、すぐに夫婦二人で国民年金に

加入したと申し立てている。 

そこで申立人夫婦の国民年金加入記録をみると、Ｅ市の被保険者名簿及び社

会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿のいずれの記録においても申立

期間より後の昭和 60 年８月に国民年金加入手続を行っていることが確認でき

る。この場合、57年 10月に夫婦二人で同時加入したとする申立人の陳述とは

符合しない。また、この時点で申立期間の同年 10月から 58年６月の保険料は

時効の成立により、制度上既に納付できない期間となっている。 

一方、国民年金と同時加入し、昭和 59 年分の保険料控除欄に記入されてい

る国民健康保険についても、資格取得年月日が同年 10 月 24 日であることが、

申立人の国民健康保険被保険者証から確認でき、57年 10月に加入したとの陳



述とは符合しない。 

さらに、申立人は国民年金加入当初の数か月は納付書で納付したが、その後

は口座振替で毎月夫婦二人分を納付していたとする申立てであるが、社会保険

庁の記録から、昭和 59年 10月から 60年３月までの保険料は過年度納付がな

され、同年４月から同年 11月までの保険料は同年 11月 13日に一括で納付さ

れ、同年 12月分から 61年４月までの保険料の納付は毎月異なる日付で納付さ

れていることが確認できる。通常、銀行からの口座振替であれば毎月決まった

日に振替えられることが自然であり、申立人の陳述とは符合しない。 

なお、申立人の所持する確定申告書の写しを見ると、昭和 59 年１月から同

年 12月までの保険料 14万 6,940円を納付した旨の記載が確認できる。しかし、

社会保険庁の記録をみると同年 10 月から同年 12 月までの保険料は 61 年 12

月 24日に過年度納付がなされていることが確認でき、本来 59年分に控除が必

要な保険料額とは符合しない。 

加えて、別の年金手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、各種の

氏名検索を行ったが、その存在をうかがわせる事情は見当たらなかったほか、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情等も

見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



大阪厚生年金 事案 3210 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年６月 11日から同年８月１日 

    Ａ社で６か月期間限定の契約アルバイトとして、昭和 54年６月 11日から

同年 12月 11日まで勤務し、その間、厚生年金保険に加入していたと思って

いた。同期間については国民年金保険料を重複して納付していたため、55

年４月に父親が市役所で６か月分の還付手続を行った。その後、厚生年金保

険加入記録が 54年８月１日に取得、同年 12月 11日に資格を喪失とされて

いることがわかった。申立期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を退職後に厚生年金保険料と国民年金保険料の重複納付に気

付き、申立人に代わって父親が昭和 55年４月 24日に市役所の窓口において国

民年金保険料の還付手続を行っている。その時に父親が窓口に「任命書」のよ

うな書類を提示し、厚生年金保険の被保険者期間の確認を受けた上で、重複期

間について保険料の還付を受けたので、申立期間は厚生年金保険に加入してい

たはずと申し立てている。 

そこで、申立人の申立期間における在職状況についてみると、雇用保険の加

入記録は確認できなかった。また、事業所別被保険者名簿の健康保険証番号の

欠番もみられなかった。さらに、申立人は６か月の期間限定アルバイトとして

勤務したと陳述しているところ、同事業所の被保険者名簿で同僚の被保険者期

間をみると、10 名中９名が６か月未満となっていることが確認でき、当時は

短期間勤務の者が多くいた状況が認められる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 3211 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 11月 26日から 37年７月 25日まで 

             ② 昭和 38年５月 20日から 39年 11月 25日まで 

昭和 36年 11月 26日から 37年７月 25日までの期間及び 38年５月 20日

から 39年 11月 25日まで期間、Ａ社の支店で勤務していた。当時、定時制

高校に通いながら昼間に常勤で働いていた。これらの期間の厚生年金保険の

加入記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の在職状況については、申立人が当時従事していた業務内容や支店所

在地の陳述から、Ａ社がそれらの支店が当時存在していたことを認めているこ

とから推測できる。 

一方、申立期間における被保険者資格についてみると、同社が加入していた

Ｂ健康保険組合の資格記録簿には申立人の記録は見当たらず、また、申立期間

に係る事業所別被保険者台帳をみても、健康保険番号は連番で付され、番号の

空白はみられないことから、申立人が同社において社会保険の適用を受けてい

たことをうかがわせる事情は確認できなかった。 

この点について、当時申立人は定時制高校に通学していたと陳述しており、

勤務時間が短い関係で厚生年金保険に加入させない取扱いとなっていたと推

測できるところ、同じような勤務状況であったと申し立てている同僚につい

て、申立人が同僚の証言を得ることを拒絶していることから、申立内容を認め

るに当たっての積極的な事情を確認できるに至らなかった。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 3212 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年ごろから 51年ごろまで 

    厚生年金保険加入期間について照会を行ったところ、昭和 49 年ごろから

51 年ごろまで勤務していたＡ社での厚生年金保険加入期間が見当たらなか

った。Ａ社は正社員として最初に勤務した会社であり、初めて給与をもらっ

たとき、思ったより金額が少なかったため、上司に聞いたところ、保険料等

を引かれているためだといわれたことを覚えている。 

    Ａ社に勤務していたことは確かで、厚生年金保険料も控除されていたと思

うので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、Ａ社在職当時の社長及び同僚の名前のほか、取引先の会社名、取

扱商品のメーカー名も覚えていないと陳述しているものの、申し立てている同

社の所在地及び入居ビル名が、登記簿謄本の記載と一致することから、同社に

在職していたことは否定できない。 

   一方、社会保険庁の記録から、Ａ社はＢ県内において厚生年金保険適用事業

所であった記録は確認できなかった。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立期間中、代表取締役であったこと

が確認できる者２人の年金記録をみると、１人は、申立期間中の厚生年金保険

加入記録は無く、国民年金は未納となっていた。残る１人は、申立期間を含む

昭和 36年４月から平成 12年３月まで国民年金に加入し、保険料を納付済みで

あることが確認できる。 

   なお、申立人は、Ａ社は社員が８人から 10人いたと陳述していることから、

同社は厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと推測

される。 



   以上の事情から、Ａ社は、申立期間において厚生年金保険の適用事業所の要

件を満たしていたが、まだ適用手続が行われておらず、また、代表取締役の年

金記録から、厚生年金保険料も控除されていなかったと考えるのが相当であ

る。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 3213 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 10月から 38年５月まで 

    昭和 37年 10 月から 38年５月までＡ市にあったＢ社で勤務していた。同

事業所はＣ業を営んでおり、従業員は社長と事務員合わせて５人から 10 人

ぐらいおり、このほか、業務所に常時 10人から 20人ぐらいの日雇労働者が

いた。仕事を始めてしばらくしてから健康保険証をもらった記憶がある。 

社会保険庁の記録によればＢ社に勤務していた期間の厚生年金保険加入

記録が無い。 

申立期間においてＢ社で厚生年金保険に加入していたと思うので、被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ｂ社ではＥ業務を主に担当しており、Ｆ市内にあったＧ社に出

入りしていた。」と陳述しているところ、同社では、「申立期間当時の関係

書類は廃棄済みで、Ｂ社が業者として出入りしていたかは不明である」と陳

述している。 

 また、昭和 38年１月及び 42年１月の住宅地図によれば、Ａ市においてＢ社

の記載は確認できない。 

さらに、申立人は、社長の名前について「Ｈさんと呼ばれていた」と記憶し

ている程度で、上司、同僚について全く記憶に無いと陳述している。 

   加えて、社会保険事務所の事業所検索によれば、Ｂ社がＩ県内において厚生

年金保険適用事業所となった記録は確認できず、ほかに該当すると思われる事

業所も見当たらなかった。 

以上の事情から、申立人が、Ｇ社に出入りしていたことは否定できないが、

申立期間においてＢ社に在職していたことを確認するには至らなかった。 



また、Ｂ社は、業種及び従業員数に関する申立人の陳述から、厚生年金保険

法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと推定されるが、適用手続が

とられておらず、申立人が、同事業所に在職していたとしても、厚生年金保険

には加入していなかったと考えるのが相当である。 

  このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3214 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年４月１日から 38年７月１日まで 

             ② 昭和 38年７月１日から 39年３月 31日まで 

    Ａ社を退社した際に厚生年金保険を脱退したが、手続したのは同社に勤め

ていた期間のみで、それ以前に勤めていたＢ社とＣ社での厚生年金保険加入

期間については脱退手続していない。 

申立期間について、脱退手当金支給済みとされていることに納得できな

い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人はＡ社を退社後、同社の厚生年金保険被保険者期間に係る脱退手当金

を受給したが、それ以前に勤務したＢ社及びＣ社での被保険者期間について

は、受給していないとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約３か月後の昭和40年11月６日に支給決定されていることが確

認できる。 

また、申立人の脱退手当金支給額の計算の基礎は、Ａ社、Ｃ社及びＢ社にお

ける被保険者期間の合算であることのほか、申立人の３社での厚生年金保険被

保険者番号は同一番号で管理されていたことが確認できる。 

さらに、Ａ社のみの厚生年金保険被保険者期間（15 か月）では脱退手当金

の受給要件（24 か月）を満たしていないことから、同社のみで脱退手当金が

支給されることは不自然である。 

加えて、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味

する「脱｣の表示が記されているほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは

無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



大阪厚生年金 事案 3215 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年から 44年まで 

    私は、昭和 35 年から 46 年までＡ市にあるＢ社に勤務した。20 歳になっ

た時から給与から保険料を控除されていたと記憶している。申立期間につい

て、厚生年金保険の加入期間とされていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間におけるＢ社での在職については、同社役員の陳述により

推定できる。 

しかしながら、事業所検索、事業所記号番号払出簿等により調査を行ったも

のの、同社が厚生年金保険の適用事業所であったとする記録は見当たらなかっ

た。 

また、同社の現在の事業主は、申立期間中の従業員は申立人を含めて４名で

あったので厚生年金保険の適用事業所に該当せず、適用事業所としての届出を

行ったことも無いと陳述している。 

さらに、当該事業主は、申立期間当時、従業員の給与から厚生年金保険料の

源泉控除を行ったことはないと思うが、当時の事業主は面倒見が良かったので

従業員の給与から国民年金保険料を控除し、その納付を代行するなど便宜を図

っていたことも考えられるとしている。 

加えて、申立人自身も給与から保険料の控除が行われたのは 20 歳になった

時からであり、当該保険料は国民年金保険料であった可能性もあると陳述して

おり、社会保険庁の被保険者記録によると、申立期間のうち、昭和 43 年４月

以降の期間について国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3216 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年６月 30日から 39年２月 22日まで 

             ② 昭和 40年８月 13日から 43年９月１日まで 

Ａ社及びＢ社における厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所に

照会申出書を提出したところ、脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

Ｂ社を同僚のＣ氏と一緒に退職し、Ｄ社を開業したが、その時、二人で国

民年金に切り替える手続をしたので脱退手当金はもらっていない。 

脱退手当金を受け取った記憶は無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＢ社の厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載さ

れているページを含む前後計 10ページに記載されている女性のうち、申立人

の厚生年金保険被保険者資格喪失日と同一時期（おおむね１年以内）に資格を

喪失した者 12人について、脱退手当金の支給記録を確認したところ、受給者

は申立人を含め９人みられ、その全員が資格を喪失後約４か月以内に支給決定

されていることが確認できる。また、社会保険庁の記録によれば、申立人の脱

退手当金は厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 43 年 11

月 13日に支給決定されていることが確認できる。これらのことから、当時、

脱退手当金について、事業主による代理請求がなされた可能性は否定できな

い。 

さらに、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示が記されているほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3217 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

    

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 21年２月１日から 22年 12月 28日まで 

    Ａ社会保険事務所に対し厚生年金保険加入期間について、照会申出書を提

出したところ、Ｂ社で勤務していた期間について、脱退手当金支給済みとの

回答を受けた。 

    同社を退職する際、係の方から｢退職金と脱退手当金をもらいますか、そ

れとも年金記録を引き継ぎますか。｣と聞かれたので、当時、まだ働く意思

があったので｢引き継いでください。｣と答えた。 

脱退手当金は受け取っていないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＢ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の

厚生年金保険被保険者資格喪失日と同一時期（おおむね１年以内）に資格を喪

失した女性 30人について、脱退手当金の支給記録を確認したところ、受給者

は申立人を含め 21人みられ、うち 20人が資格を喪失後約４か月以内に支給決

定されていることが確認できるほか、脱退手当金支給決定日の状況をみると、

同一日の者が散見される。また、社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手

当金は厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 23 年２月 18

日に支給決定されていることが確認できる。これらのことのほか、当時は通算

年金制度創設前であったことを踏まえると、事業主による代理請求がなされた

可能性は否定できない。 

さらに、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示が記されているほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 


